
 

清掃研修 

新任技能 
 

ねらい 

清掃事業に従事する職員として、特別区における清掃事業の歴史・現状・

課題やごみ・資源の収集・運搬から中間処理、最終処分までの流れを学ぶ。

また、公務員倫理や人権・同和問題に係る知識を習得し、特別区職員として

の意識の確立を図る。 

申込条件 
令和７年４月２日～令和８年４月１日の間に採用された技能系職員で清

掃事業に従事する職員（清掃事業への転職者を含む）  【需要数１１４名】 

日  数 ２日間 

研修内容 

（１日目） 

○ 清掃事業の歴史 

・ごみとは何か 

・循環型社会への転換 

・清掃事業の区移管 

○ 特別区の清掃事業の流れ 

 ・廃棄物処理の流れ 

・ごみ量、資源回収量の推移 

 ・廃棄物の処理手数料と現状と課題 

・中間処理施設の概要 

○ 非行防止 

 ・職員の義務と責任 

 ・職員の権利・利益の保護 

 ・公務員倫理 

○ 同和問題 

 ・同和問題とは 

 ・視聴覚教材を題材にした班討議 

（２日目） 

○ 先輩職員が採用時を語る 

○ 施設見学 

・収集・運搬の概要 

・中間処理の概要 

・清掃工場見学 

・中央防波堤処理施設の概要・見学 

日  程 

研修ＩＤ 

通知期限 

 日程１日目 日程２日目 研修ＩＤ 通知期限 

第１回 
５/８（金） 

５/12（火） 2630101 

４/６（月） 
第２回 ５/14（木） 2630102 

第３回 
５/13（水） 

５/14（木） 2630103 

第４回 ５/19（火） 2630104 

 
 

 

清掃研修 

現任技能 
 

ねらい 

中堅職員として、清掃事業の現状と課題について学び、当該事業の重要性

を認識するとともに、人権・同和問題や職務に関する実務的知識を習得し

て、職務遂行能力の向上を図る。 

申込条件 

（１）平成 28年４月２日～平成 29年４月１日の間に採用された技能系職員

で清掃事業に従事する職員 

（２）令和３年４月２日～令和４年４月１日の間に採用された技能系職員で

清掃事業に従事する職員 

（３）清掃事業に転職して５年目及び 10年目の職員 

（４）前年度、「現任技能」対象の職員で未受講、未修了の職員 

※ただし、（１）～（４）において技能主任、担当技能長、技能長の職にある

ものを除く                     【需要数６０名】 

日  数 ２日間 

研修内容 

（１日目） 

○ 清掃事業の現状と課題 

  ・清掃事業移管の流れ 

  ・廃掃法に基づく廃棄物処理 

  ・23区共通の課題（各区の現状・資源回収方法、ふれあい指導方法・ 

   適正処理困難物への対応等） 

  ・公務員倫理 

 ○ 接遇（苦情対応、メンタルヘルス、職場内コミュニケーションを含む） 

  ・区民に好印象を与える接遇とは 

  ・状況に応じた接遇方法 

  ・苦情対応方法 

  ・メンタルヘルス（セルフケア） 

  ・職場内コミュニケーション 

（２日目） 

 ○ 同和問題 

  ・同和問題を考える 

  ・視聴覚教材を題材にした班討議 

 ○ 事例討議 

  ・事例討議 

  ・発表及び質疑応答 

日  程 

研修ＩＤ 

通知期限 

日程 研修ＩＤ 通知期限 

10/７（水）・10/８（木） 2630200 ９/７（月） 
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